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新
　
刊
　
紹
　
介

八
代
尚
宏
著

『
脱
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
国
家
』

久
　
原
　
正
　
治

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
折
か
ら
、
六

月
三
日
付
で
金
融
庁
の
諮
問
で
金
融
審
議
会
が
作
成
し
た

『
高
齢
社
会
に
お
け
る
資
産
形
成
・
管
理
』
と
題
す
る
高

齢
社
会
で
の
国
民
の
資
産
形
成
を
勧
め
る
報
告
書
が
大
衆

の
槍
玉
に
上
が
っ
た
。
こ
の
報
告
書
の
中
の
、「
現
在
の

年
金
で
は
家
族
二
人
の
老
後
の
生
活
に
は
不
十
分
で
、

（
厚
生
年
金
受
給
者
の
場
合
）
平
均
で
見
て
老
後
の
三
十
年

に
二
千
万
円
を
取
り
崩
す
必
要
が
あ
る
」（
筆
者
要
約
）
と

い
う
部
分
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
国
民
の
年
金
の
将

来
を
不
安
視
す
る
声
が
広
ま
り
、
政
府
与
党
筋
は
参
議
院

選
挙
を
前
に
し
て
こ
の
報
告
書
自
体
を
否
定
す
る
動
き
に

つ
な
が
っ
た
。
少
子
高
齢
化
の
進
展
の
中
で
、
子
が
親
を

支
え
る
考
え
を
基
本
と
し
た
現
在
の
年
金
制
度
が
す
で
に

維
持
不
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
と

さ
れ
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
政
府
は
問
題
を
先
送
り
し
続

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
政
府
の
大
衆
迎
合
の
姿
勢
が
日

本
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
国
家
と
し
、
本
当
に
必
要
な
経
済
政

策
が
と
れ
な
い
原
因
と
す
る
。
そ
こ
で
、
日
本
が
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
か
ら
脱
す
る
た
め
の
方
策
を
、
労
働
市
場
改
革
、

社
会
保
障
政
策
、
農
業
政
策
の
幅
広
い
分
野
で
提
言
し
て

い
る
。
長
期
的
な
経
済
政
策
の
柱
と
し
て
、
高
齢
者
サ
ー

ビ
ス
等
の
分
野
で
の
市
場
経
済
の
活
用
、
財
政
の
均
衡
原

則
、
所
得
再
分
配
政
策
の
効
率
化
等
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら

の
政
策
は
痛
み
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
持
続
可
能
な
豊

か
な
経
済
を
築
く
た
め
の
大
き
な
前
提
で
あ
り
、
こ
れ
に

反
す
る
保
護
主
義
、
放
漫
な
財
政
赤
字
、
非
効
率
な
社
会

保
障
政
策
を
、
目
先
の
利
益
を
追
う
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
策

だ
と
批
判
す
る
。
著
者
の
論
理
は
一
貫
し
て
お
り
、
ま
た

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
策
に
代
わ
る
具
体
的
で
建
設
的
な
改
革

の
方
策
を
読
者
に
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
い
る
の
で
、
本

書
は
少
子
高
齢
化
の
中
で
日
本
の
将
来
を
真
剣
に
考
え
る

人
々
に
と
り
有
益
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

具
体
的
な
改
革
の
提
言
を
本
書
に
沿
っ
て
見
て
み
よ
う
。

１
章
で
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
五
年
間
（
二
〇
一
二-
一
七
）

の
評
価
と
展
望
を
行
う
。
量
的
緩
和
を
通
じ
た
円
高
、
株

安
に
よ
る
景
気
回
復
を
一
定
評
価
す
る
も
の
の
、
日
銀
の

国
債
引
き
受
け
に
よ
る
財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
財
政
再
建

の
先
送
り
や
高
齢
化
社
会
の
課
題
解
決
の
先
送
り
を
批
判

す
る
。
そ
の
上
で
過
去
の
制
度
や
慣
行
の
改
革
を
強
く
求

め
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
な
い
所
得
を
基
準
と
し
た
再
分
配

政
策
に
よ
る
社
会
保
障
分
野
の
改
革
、
適
正
な
価
格
形
成

や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
妨
げ
る
官
製
の
医
療
や
介
護
サ
ー

ビ
ス
市
場
の
改
革
、
労
働
力
不
足
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
の
人
の
労
働
移
動
の
オ
ー
プ
ン
化
、
を
改
革
の
三
本
柱

と
位
置
づ
け
る
。

2
章
で
は
、
労
働
市
場
改
革
の
意
義
と
限
界
に
つ
い
て

触
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
日
本
的
な
雇
用
慣
行
に
守
ら
れ

た
大
企
業
男
性
正
社
員
の
既
得
権
が
雇
用
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
二
〇
一
八
年
国
会
で
成
立
し
た

『
働
き
方
改
革
法
案
』
は
、
慢
性
的
な
長
時
間
労
働
の
是

正
、
正
社
員
・
非
正
社
員
の
格
差
是
正
を
目
指
す
も
の
で

あ
る
が
、
表
面
的
な
改
革
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
少
子
高
齢
化
が
進
行
す
る
社
会
で
、
正
社
員
の
働

き
方
を
年
齢
や
性
別
を
問
わ
な
い
働
き
方
に
改
革
す
る
こ

と
こ
そ
が
、
非
正
社
員
と
の
働
き
方
の
壁
を
低
く
し
、
格

差
是
正
に
貢
献
す
る
こ
と
を
著
者
は
主
張
す
る
。

3
章
で
は
、
郵
政
民
営
化
に
逆
行
す
る
郵
貯
肥
大
化
の

最
近
の
動
き
を
批
判
し
、
ま
た
東
京
一
極
集
中
の
是
正
の

た
め
の
法
改
正
が
、
本
来
の
改
革
の
方
向
に
水
を
差
す
も
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以
上
の
提
言
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
国
家
で
は
既
得
権
が
保
護
さ
れ
、
声
高
な
要
求
を
叫

ぶ
国
民
の
短
期
的
な
利
益
が
重
視
さ
れ
、
長
期
的
な
問
題

の
解
決
は
先
送
り
さ
れ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
脱
し
改
革

を
先
送
り
し
な
い
国
家
を
形
成
し
、
課
題
を
解
決
す
る
サ

ー
ビ
ス
の
創
出
で
経
済
の
成
長
を
図
る
と
い
う
著
者
の
主

張
は
一
貫
し
て
い
る
。
特
に
、
年
金
や
介
護
の
社
会
保
障

政
策
の
効
率
化
と
、
福
祉
か
ら
サ
ー
ビ
ス
の
旗
印
の
下
で

の
将
来
の
介
護
や
保
育
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
成
長
の
提
言

は
具
体
的
で
説
得
的
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
改
革
の
中

で
取
り
残
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
貧
困
層
へ
の
福
祉
政
策

に
つ
い
て
も
著
者
は
目
を
配
っ
て
い
る
。

本
書
に
よ
り
多
く
の
読
者
が
、
わ
が
国
が
少
子
高
齢
化

の
中
で
直
面
し
て
い
る
重
要
な
諸
政
策
課
題
を
自
ら
の
問

題
と
し
て
理
解
し
、
世
界
的
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
政
治
が

蔓
延
す
る
中
で
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
は
な
い
諸
政
策
を
実
現

す
る
政
治
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。

�（
く
は
ら
　
ま
さ
は
る
　
　
本
学
現
代
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ネ
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研
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6
、
7
章
で
は
、
介
護
と
保
育
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
。
高
齢
化
が
進
み
財
源
不
足
か
ら
介
護
報
酬
が
引
き

下
げ
ら
れ
、
全
国
一
律
の
価
格
で
質
向
上
の
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
が
働
き
に
く
く
、
介
護
労
働
力
不
足
が
深
刻
な
問
題

と
な
る
こ
と
で
、
介
護
保
険
の
持
続
可
能
性
に
赤
信
号
が

付
い
て
い
る
現
状
を
指
摘
す
る
。
基
本
部
分
だ
け
を
保
険

給
付
で
賄
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
を
自
由
に
し
た
上

で
利
用
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
健
全
な
混
合
介
護

サ
ー
ビ
ス
市
場
を
育
て
、
高
齢
化
社
会
の
成
長
産
業
と
し

て
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
、
日
本
経
済
の
成
長
戦
略
と
し
て

も
有
望
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
保
育
に
つ
い
て
は

現
在
の
社
会
主
義
的
な
福
祉
政
策
と
し
て
の
保
育
か
ら
、

介
護
保
険
と
同
様
の
こ
ど
も
保
険
を
設
け
る
こ
と
で
、
福

祉
か
ら
サ
ー
ビ
ス
へ
の
切
り
替
え
を
行
い
、
問
題
の
解
決

を
図
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

8
章
で
は
農
業
の
活
性
化
を
妨
げ
る
コ
メ
の
減
反
政
策

が
批
判
さ
れ
る
。
続
い
て
最
後
の
9
章
で
は
普
通
の
労
働

力
と
し
て
の
外
国
人
労
働
力
の
受
け
入
れ
を
提
言
す
る
。

技
能
研
修
生
を
教
育
訓
練
し
て
普
通
の
専
門
性
を
持
つ
労

働
者
に
す
る
と
い
う
著
者
の
提
言
は
、
本
書
刊
行
後
の
国

会
で
提
案
採
択
さ
れ
た
『
外
国
人
労
働
者
資
格
改
正
の
法

案
』
で
そ
の
多
く
が
具
体
化
さ
れ
、
労
働
力
不
足
下
で
高

度
の
専
門
性
を
持
つ
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
施
策
か
ら
、

一
般
の
労
働
者
も
介
護
や
観
光
、
建
設
、
農
業
と
い
っ
た

特
定
の
分
野
で
受
け
入
れ
て
い
く
政
策
に
政
府
は
か
じ
を

切
っ
た
。

の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
特
に
二
十
三
区
内
の
私
大
の
定

員
増
を
認
め
な
い
法
律
に
つ
い
て
、
本
来
の
地
方
創
生
の

目
的
に
は
何
の
効
果
も
な
く
、
単
に
定
員
割
れ
の
地
方
大

学
の
救
済
政
策
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の

よ
う
な
既
得
権
の
保
護
政
策
は
、
既
存
の
大
学
間
の
競
争

を
抑
制
し
そ
の
質
を
下
げ
る
こ
と
で
、
受
益
者
た
る
学
生

を
犠
牲
者
に
し
て
い
る
と
す
る
。

4
章
で
は
、
少
子
高
齢
化
の
中
で
持
続
可
能
な
社
会
保

障
改
革
を
ど
う
進
め
る
か
が
議
論
さ
れ
る
。
必
ず
し
も
低

所
得
層
で
は
な
い
多
く
の
高
齢
者
へ
の
所
得
移
転
に
な
っ

て
い
る
現
状
の
社
会
保
険
給
付
を
合
理
化
し
、
そ
の
財
源

で
貧
困
層
へ
の
福
祉
給
付
の
重
点
化
を
図
る
こ
と
を
提
言

す
る
。
更
に
、
最
も
所
得
格
差
の
大
き
い
高
齢
者
層
内
部

で
の
再
配
分
を
強
化
し
、
ま
た
、
医
療
・
介
護
等
の
基
礎

的
な
給
付
に
つ
い
て
は
政
府
が
責
任
を
持
つ
一
方
で
、
上

乗
せ
分
を
民
間
の
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
と
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
で
、
財
政
負
担
増
な
し
に
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
提

言
す
る
。

5
章
で
は
、
都
合
の
よ
い
前
提
で
政
策
の
失
敗
を
上
塗

り
し
、
改
革
が
必
要
な
公
的
年
金
制
度
の
問
題
を
先
送
り

す
る
政
権
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
有
り
得
な
い
前

提
の
年
金
財
政
検
証
、
支
給
年
齢
引
き
上
げ
の
先
送
り
、

積
み
立
て
不
足
と
賦
課
方
式
の
矛
盾
、
年
金
額
引
き
下
げ

に
対
す
る
政
治
抵
抗
、
女
性
の
年
金
問
題
等
を
検
討
し
、

年
金
目
的
消
費
税
の
導
入
や
年
金
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
回
復
を

提
言
す
る
。


